IGWG組織会合パネル２　（高齢者の権利に関する法的拘束力のある国際的文書の構成要素）
2026年2月19日

⑥　ベダ・アンゲレス・ エプレス委員　フィリピン国内人権委員会

皆様、
これまでの尊敬するパネリストの皆様、そして昨日の一般発言は、高齢者権利条約の要素がどのようなものでありえるか、あるべきかについて、すでに思慮深い洞察と提言を提供してくれました。私は、アジア太平洋地域のAランクの国内人権機関の視点に基づき、この議論に加わりたいと思います。 
私はGAROP（高齢者の権利のためのグローバル連合）とその討議文書を高く評価し、これを参照いたします。この文書は、条約草案の構成要素を特定する前に基本原則を議論する上で、現時点で最も地に足がついた（grounded）指針の一つであり、さらに重要なことに、通常は技術的・学術的になりがちな条約の議論の中に、高齢者自身の声が盛り込まれ、反映されています。もし高齢者ご自身やGAROPの「条約内容準備部会（the Content Working Group）」 のメンバーも、このパネルセッションに参加できていれば、さらに素晴らしいことだったでしょう。
高齢者の皆様、市民社会、そして独立専門家が事前に提起した少なくとも6つの基本原則を、ここで提案させていただきます。これらの原則は、この場において、そして我々がそれぞれの国に戻った後も繰り返し言及する価値があります。条約の実際の起草に取り掛かる前に、その背景や現状を深く理解すべきだという重要な点を意識するためです。これらの原則は網羅的なリストではありませんが、審議に貢献し、国内人権機関、加盟国、市民社会、その他の利害関係者としての我々の活動を導くことができます。
第一に、エイジズム(年齢差別)と年齢に基づく差別（age discrimination）は、草案において横断的かつ構造的な問題として認識されなければなりません。エイジズムは単なる個人の偏見の問題ではなく、私たちの法律、制度、そして日常の実践や経験に根ざしています。高齢者虐待やネグレクトの蔓延を監視する中で、それらが見過ごされたり一部しか通報なされないことを見てきました。このようにエイジズムは司法へのアクセスに影響します。高齢者が公的生活から疎外され、協議や意思決定に有意義に参加するには「年を取りすぎている」という固定観念で扱われる場合、市民的・政治的権利の文脈でエイジズムが表れます。また、単に年齢を理由に雇用、訓練、医療、あるいは社会的保護が断られる場合、それは経済的、社会的、文化的権利に影響を及ぼします。強力な条約は、エイジズムを明確に特定し、あらゆる生活領域における年齢に基づくバリアへの対処を各国に義務付けるものでなければなりません。 
第二に、法的拘束力のあるこの文書は、交差性と可視性に重点を置くべきです。高齢者は均質な集団ではありません。高齢の女性、障害のある高齢者、高齢の移民、LGBTIQの高齢者、先住民族コミュニティの高齢者、あるいは貧困な高齢者は、しばしば複合的に交差する形態の差別を経験しています。条約は、これらの集団を可視化し、その固有の現実に応えるためのデータ、政策、救済措置を義務付けるべきです。
第三に、緊急時や災害時の高齢者の権利を明確に保護すべきです。パンデミック、武力紛争、気候変動関連の災害、あるいは経済危機といった危機的状況におけるエイジズムは、救命治療において高齢者を最後にするトリアージの決定、高齢者には伝わらないアクセス困難な情報、あるいは誰もが迅速かつ自立して移動できると想定した避難計画といった形で現れる可能性があります。この条約は、インクルーシブな防災体制、アクセシブルな早期警報システム、高齢者に配慮した避難と避難所、ケアの継続、および緊急事態における放置や遺棄からの保護について、明確な義務を定めるべきです。
第四に、我々は、高齢者自身が一貫して提起している具体的な優先事項に、この条約が対応するよう提言します。すなわち、社会的保護、自律と独立、生涯学習、そして健康権です。高齢者は、貧困を防ぎ、尊厳のある生活を可能にする、十分な所得、年金、および社会的保護制度を必要とします。高齢者は、地域社会での生活支援、アクセシブルな住宅、交通手段、支援機器を利用しながら、可能な限り独立した生活を維持したいと望んでいます。生涯教育や年齢を問わない雇用政策を通じて、希望すれば学び、働き、社会に貢献し続ける権利をもっています。また、高齢期を通じて、老年医療サービスや長期ケアへのアクセスを含め、到達可能な最高水準の心身の健康を享受しなければなりません。 
第五に、高齢者の権利に影響する新たな、あるいは現代的な人権問題が、この条約で取り上げられるべきです。それは気候正義、企業の説明責任、技術、人工知能、デジタル権利などですが、それらに限定されません。変革的な条約を目指すなら、我々はこれらの現代的な課題に特に注意を払い、高齢者の権利を現在そして未来の子ども達のためにも守るための持続可能な保障措置を講じるべきです。 
最後に、この国際的な法的拘束力のある文書を効果的なものとするためには、国内人権機関（NHRI）および関連する国内機関の役割を明確に定めた、強力で独立した監視の仕組みを確立すべきです。この監視の仕組みでは、主にパリ原則に準拠する国内人権機関は、NGOや高齢者自身と共に主要な主体の一つとして認識されるべきです。これらは、独立した情報やデータを提供し、高齢者の声や経験を提出し、国内レベルでの勧告に関する監視、報告、フォローアップに貢献し、他の利害関係者と連携して実施状況を監視します。高齢者の司法へのアクセスを強化するとともに、国内救済措置をすべて尽くした場合にも高齢者を人権侵害から保護するため、個別の苦情申立または通報手続きの規定は、別途の議定書ではなく、条約に組み込むことを検討すべきです。　
ここで議論しているのは、福祉制度ではなく、包括的な人権条約です。市民的・政治的権利を保障し、かつ（年齢に基づく差別の禁止を指針として、直ちに履行すべき義務と漸進的実現の両面を通じて）経済的・社会的・文化的権利を平等に保障する条約は、世界中の高齢者の権利保護に有意義な影響をもたらすでしょう。
ありがとうございました。マランギン・サラマット・ポ（「本当にありがとうございます」という意味のフィリピンのタガログ語）。
（翻訳：佐藤久夫、高田清恵）
2

2

2

